
第5次宮代町総合計画策定方針



１．計画策定の基本的視点

●まちづくりの新たな価値観を創造

●行政改革

（１）大きく変化する人口構造に対応

右肩上がりの経済成長、あるいは、このまま現
状が維持される、という時代ではなく、社会全体
が縮小に向かっている。次の10年は新しい価値
観に対応していかなければならない。

そのことで、次の10年を悲観的なものではなく、
新しい、想像力と活力に満ちたものにすることが
できる。
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１．計画策定の基本的視点

●多様性を編みこみ、つながりを広げる

●サイレントマジョリティへの働きかけ

（２）町を動かす主役を増やす

行政だけが公共サービスの担い手ではなく、多
様な主体が前面に出て活躍する社会こそが、さま
ざまな分野で強みを発揮できる。

組織の大小や、専門性などにとらわれず、一人
ひとりがまちづくりの中で役割を持てる社会を
作っていくことが、社会全体の強みにつながって
いく。
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１．計画策定の基本的視点

●誇れる地域資源を最大限活用する

●様々な分野で農の資源を活用する

（農のあるまちづくり）

（３）「これぞ宮代」を活用する、生み出す

宮代町は3つの駅を中心に市街地がコンパクトに形
成され、それを包み込むように郊外に里山が広がって
いる。また、日本工業大学や東武動物公園、進修館や
笠原小学校などの建築物、新しい村など、他の自治体
に誇れる資源を有している。今後はこれらに加えて、新
たな地域資源の発掘や創出も視野に入れ、これらを最
大限活用することが必要。
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２．計画策定の基本姿勢

●思わず手に取ってみたくなるデザイン

●まちづくりへの関心層を増やし、計画推進の担い手を生み出す

（１）計画への関心や興味を参加につなげる
誰もが読みやすく、手に取って読んで

もらえる構成やデザインに配慮し、市民

からの理解を促進。

また、これまでまちづくりへの参加経験

のなかった市民の参加を得るための新

たな情報発信の手法、市民参加手法を

検討し実施することで、計画推進の一翼

を担う市民のネットワークや活動を生み

出す。
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２．計画策定の基本姿勢

●実効性を重視し、計画にメリハリ

●多様な主体の持つ力を引き出す

●将来都市像の実現と

行財政改革を両輪として推進する

（２）構想実現の「鍵」となる施策を選択し、
実行力をもって取り組む計画

総合計画として求められる総合性を考慮しつ

つも、「実現したい施策」を「あれもこれも」と盛

り込むのではなく、将来の宮代町を創造してい

くうえで鍵となる「実行すべき施策」を選択し具

体的な戦略を示す。また、市民や民間企業等

の多様な主体との対話を通じて、各主体の可

能性や質の高い行政サービスを見出し、これら

の主体に期待する役割や具体的な連携の内容

を各施策の実施工程に示す。

なお、計画実現のために組織体制の充実、財

源等の確保は不可分の関係であることから、

第５次総合計画は、行財政改革を包括し、既存

事業のスクラップアンドビルドや民間力の活用

を積極的に行う。
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２．計画策定の基本姿勢

●正確なデータとその分析に基づく目
標を設定

●目標と年度ごとの実施工程、進捗状
況を確認できる計画

（３）将来を見据え、

地に足がついた目標設定と進捗状況の見える化

少子高齢化社会の進展や情報技術の

発展など様々な環境の変化を把握し、こ

れらに的確に対応する。

また、第４次総合計画に掲げた施策成

果の検証をはじめ各種社会的指標、将来

推計の十分な分析を踏まえ、各方針や施

策、成果目標、実施を工程設定し、具体

的かつ分かりやすく進捗状況を公表する。
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３．計画の構成・内容・期間

第５次総合計画は、基本構想と実行計画（前期・後期）の２層構
成の計画として策定する。

（１）基本構想

・計画期間は、１０年間（平成４２度まで）とする。

・将来都市像、まちづくりの創造理念、土地利用構
想、人口等の基本目標、及びこれらを実現するた
めの構想と構想を実現するための個別方針を示
す。

・個別方針に成果目標を分かりやすく示す。

・計画の実現のために必要となる財政フレームを示
す。

・各分野の基本的な方向性を示し、各課所管の計
画や事業の体系を明確に示す。
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重点構想

まちづくり（各分野）の基本
的方向性とともに、関係計

画、事業を整理



３．計画の構成・内容・期間

（２）実行計画（前期・後期）

・基本構想に掲げた重点構想を実現するため

の５カ年実行計画として策定する。

・重点方針を実現するための個別方針に基づく

事業の成果目標、実施工程、実施主体等を

示す。

・実施工程には、施策推進にあたって市民や民

間企業等の多様な主体に期待する役割や具

体的な連携の内容を位置づける。

・「中期財政推計」と連動した計画として進捗管

理を行う。

●実行性を重視した構成・内容

●成果目標と進捗状況をわかりや

すく記載

●社会情勢の変化に応じて見直し
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３．計画の構成・内容・期間

（３）計画の進捗管理

・基本構想における個別方針及び実行計画事業に成

果目標を設定する。

・毎年度半期ごとに実行計画事業の実施工程につい

て進捗状況を確認し公表する。

・毎年度、事業の進捗状況を踏まえ、実行計画事業

の実施工程等の見直しを行う。

・前期及び後期実行計画の計画期間の満了前に住

民意識調査を実施し、成果目標の達成度を確認し

公表する。

・前期実行計画の成果目標の達成状況を確認し、こ

の結果と社会情勢の変化等を踏まえ、後期実行計

画を策定する。

・計画の成果目標と人事考課制度との連動を図るこ

とでその実行性を確保する。

Ｈ３３実施計画

Ｈ３４実施計画

見直し
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総合計画の策定プロセス（市民参加の目的・タイミング）

課題抽出 方向性検討 構想の検討 計画策定

公共の担い手とし
ての市民が関わ
る段階

市民目線での課
題の洗い出しの
段階

行政の最終決定
前に市民意見を求
める段階

実現可能性の職
員検討が重要な
段階

住民意識調査 団体ヒアリング

ワールドカフェなど

タウンミーテイング

総合計画審議会

パブコメフォーラム

４．策定体制≪市民参加≫
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４．策定体制≪市民参加≫

①意識調査

住民意識調査

まちづくりに関する住民の満足度やニー
ズを把握するため、18歳以上の住民2,000
人を無作為抽出し、調査表を送付

特定階層アンケート

小中学生や子育て世代など特定の階層
をターゲットとしたアンケートの実施

各種団体ヒアリング

住民各種団体から今後のまちづくりに関
する意見を得るとともに具体的な連携の可
能性についても意見交換を行う

タウンミーティング

地域課題の抽出、地域活動の可能性な
どについて意見交換を行う

その他

その他、サイレントマジョリティの声
を聴くために必要な調査を検討
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④フォーラム・パブリックコメント

②ワークショップ

③諮 問

フォーラム

基本構想についての総合計画審議会の検討結果を
最終的に住民に問う。

パブリックコメント

基本構想の最終案について実施。

無作為抽出による市民ワールドカフェ

これまで参加経験のない市民の参加を得るため、18歳
以上の住民1,000人を無作為抽出し参加を依頼。5～10
名程度のグループに分かれて、町の将来像などについ
て話し合う。

総合計画審議会

町の執行機関の委員、町内の公共的団体の役職員、
識見者、公募市民により構成。基本構想の検討を中
心に審議。

４．策定体制≪市民参加≫
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４．策定体制≪実行計画策定における職員参加≫

課主体
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アイデア出し 事業案の検討 事業化の検討

課長

主幹

主査

主任
主事

各課、階層横断型のチーム

副課長

全職員



５．関係計画の整理

総合計画とともに都市計画マスタープラ
ンにおいても土地利用構想を定めるこ
とから、策定にあたり必要な連携を行う。

都市計画マスタープラン その他各分野別計画

総合計画の基本構想において、各分野の基本的
な方向性及び分野別計画を整理する。

計画期間満了 平成32年度
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５．策定スケジュール

≪詳細は次ページ≫

平成30年度 後半

平成31年度 前半

後半

平成32年度 前半

後半

地区別ワールドカフェ

無作為抽出ワールドカフェ

コンサル業者選定（プロポーザル）

基礎調査（人口推計、社会指標分析）、
アンケート、ワークショップ 等

基本構想、実行計画の検討

12月 実行計画策定

9月 基本構想策定（議会へ提案）
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●検討状況報告（随時）

■住民意識調査

■人口推計、
産業推計 等

●基本構想議決

実行計画の検討

●策定方針説明

基本構想の検討

■各種社会指標分析

■ワーク
ショップ 等

基本調査

■住民意識

調査設計

都市計画マスタープランの検討 ※今後調整

土地利用構想の反映

自治体経営会議・各課

・第4次総合計画・実行計画
の検証

・各課課題の抽出・整理 等

総合計画審議会

・基本構想の検討

市民意見の把握

社会環境の変化の予測

行政課題の抽出

構想
たたき

台

≪策定スケジュール≫

平成32年度平成31年度平成30年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

自治体経営会議・各課

・実行計画事業の検討
・既存事業の見直し（行革）

■フォーラム ■パブリックコメント

■基本構想案答申

≪議会≫

調整 調整 調整
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５．その他

コンサルタントの活用

計画の基本姿勢「将来都市像の実現と行財政改革を両輪として推進す
る」を踏まえ、総合計画の検討と並行し、既存の事業の廃止も含めた見
直しを進める。

策定作業の効率化を図るため、人口・産業推計、各社会指標の分析、市
民参加の実施、計画案のサポートを業務委託する。

なお、基本構想に定める土地利用構想の検討にあたり、都市計画マス
タープランの策定との調整が不可欠であることから、同一のコンサルタント
を採用する方向で検討を進める。

既存事業の見直し

≪進め方のイメージ≫

自治体経営会議

・見直し方針の決定

各課照会・回答

・見直し内容の検討

各課による実行

・決定した見直しを実施

自治体経営会議

・見直し内容の確認、判断
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